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退 職 者 の み な さ ん へ 

 

 鳥取県から給与を受けている職員が退職（死亡退職を含む。）したときは、勤

続期間又は在職期間に応じて県から退職手当が支給されます。また公立学校共

済組合からは、年金の受給権が発生したとき厚生年金等が支給されます。 

 給付等については、退職者自身の請求手続により支給されますので、該当者

は速やかに請求書類を提出してください。特に、短期給付（医療費関係）は事

由発生日から 2 年間、長期給付（年金関係）は年金受給権が発生したときから

5 年間、請求を行わなかったときは時効により請求権等が消滅しますのでご注

意ください。 

 皆様から提出された請求書類により、迅速な給付の決定を行うようにしてお

りますが、書類の不備や期限までに提出されないときは、給付が遅れることに

なりますので、このガイドブックを参考に手続きをしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

       

退職に伴う諸給付及び受給要件 

 

給付の種類 支払者 受 給 要 件 

退職手当 鳥 取 県 

一般の退職

手当 

一般職員で 6ヶ月以上（死亡、勧奨又は整理退職の場合は 1

日以上）引き続いて勤務して退職したとき。 

予告を受け

ない退職者

の退職手当 

退職が労働基準法第 20条及び第 21条又は船員法第 46条に

該当する場合（30日前に予告を受けないで退職させられた場

合。）の一般の退職手当の額が平均賃金の30日分より少ない

とき。 

失業者の退

職手当 

一般の退職手当の額（予告を受けない退職手当を含む。）が雇

用保険法の給付額に達しないとき。 

老齢厚生年金 

公 立 学 校 

共 済 組 合 

組合員期間等が10年以上で退職した後、65歳に達したとき支給。 

遺族厚生年金 
組合員期間中又は老齢厚生年金受給中に死亡した場合。 

公務上の傷病により死亡したとき。 

障害厚生年金 
組合員期間中に発病（初診）し、初診から1年6か月経過後障害の状態に

あるとき。 

退職等年金給付 
（年金払い退職給付） 

組合員期間が1年以上で退職した後、平成27年10月１日以降の組合員期

間に係る3階部分として65歳に達したとき支給。 

経過的職域加算 
老齢厚生年金等が支給されるときに、平成27年9月30日までの組合員期

間に係る3階部分として支給。 
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